
告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

い
ず
み
さ
と
う
内
科

福
島
市
泉
字
清
水
内
一
八
│
一

平
成
一
九
年

一
〇
月
一
日

ふ
く
し
ま
在
宅
緩
和
ケ
ア
ク
リ

同

市
�
�
町
一
丁
目
一
三
│
八

同

ニ
ッ
ク

つ
る
が
松
窪
病
院

会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
鶴
賀
字
苅
林
三
九
│
一

同

よ
こ
む
ら
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ

白
河
市
老
久
保
一
四
│
一

平
成
一
八
年

ク

一
〇
月
一
日

春
日
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
賀
川
市
東
町
一
一
九
│
二

平
成
一
九
年

一
〇
月
一
日

吉
田
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

本
宮
市
本
宮
字
万
世
二
一
四
│
一

同

年

一
一
月
五
日

野
崎
医
院

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
川
桁
字
西
幸
野
二
一
九
一

同

年

九
月
一
日

伊
南
小
野
木
ク
リ
ニ
ッ
ク

南
会
津
郡
南
会
津
町
古
町
字
新
坂
口
一
│
一
一

平
成
一
八
年

六
月
一
日

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
い
ず
み
西
店

福
島
市
泉
字
清
水
内
一
八
│
一
三

平
成
一
九
年

一
〇
月
一
日

隆
盛
堂
調
剤
薬
局

須
賀
川
市
弘
法
坦
一
〇
九

同

年

一
一
月
一
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
松
陵

福
島
市
松
川
町
字
桜
内
七
│
二

同

年

七
月
一
日

(

生
活
福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定

医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め

の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

七
八
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七
八
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七
八
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七
八
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め

の
施
術
者
を
指
定
し
た
件
二
件

七
八
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し

た
件

七
八
五

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨

通
知
が
あ
っ
た
件
二
件

七
八
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
四
件

七
八
六

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

七
八
八

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

七
八
八

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
件

七
八
八

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し

た
件

七
八
九

○
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た

件

七
九
〇

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た

旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七
九
〇

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た

旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七
九
〇

○
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
が
指
定
を

辞
退
し
た
件

七
九
一

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業

所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ

っ
た
件

七
九
一

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業

所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

七
九
一

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業

所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ

っ
た
件

七
九
二

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指

定
し
た
件

七
九
二

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止

し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七
九
三

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

七
九
四

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七
九
四



所

在

地

変

更

前

変

更

後

松
川
薬
局

保
原
薬
局
松
川
店

福
島
市
松
川
町
沼
袋
字
北
原
八
五
│
一

や
ぎ
た
調
剤
薬
局

保
原
薬
局
や
ぎ
た
店

同

市
八
木
田
字
中
島
五
六
│
一

(

生
活
福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定

医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

吉
田
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

福
島
市
�
�
町
二
丁
目
二
│
一

平
成
一
九
年

一
〇
月
一
五
日

財
団
法
人
脳
神
経
疾
患
研
究
所

同

市
飯
坂
町
字
原
口
三

同

年

附
属
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
飯

同

月
一
日

坂
温
泉
病
院

桃
井
小
児
科
医
院

同

市
森
合
字
丹
波
谷
地
二
八
│
一
六

同

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
津
温

会
津
若
松
市
鶴
賀
町
一
│
一

同

年

泉
病
院

九
月
三
〇
日

よ
こ
む
ら
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ

白
河
市
老
久
保
一
四
│
一

平
成
一
八
年

ク

九
月
三
〇
日

春
日
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
賀
川
市
池
上
町
九
一

平
成
一
九
年

九
月
三
〇
日

野
崎
医
院

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
川
桁
字
西
幸
野
二
一
九
一

同

年

八
月
三
一
日

鏡
石
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
瀬
郡
鏡
石
町
桜
岡
三
七
五
│
九
イ
オ
ン
ス
ー
パ

同

年

ー
セ
ン
タ
ー
鏡
石
店
内

五
月
三
一
日

鈴
木
歯
科
医
院

双
葉
郡
�
葉
町
大
谷
鐘
突
堂
九
│
一
八

同

年

八
月
八
日

隆
盛
堂
調
剤
薬
局

須
賀
川
市
弘
法
坦
一
〇
九

同

年

九
月
二
一
日

(

生
活
福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定

医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

休
止
年
月
日

三
春
中
央
ク
リ
ニ
ッ
ク

田
村
郡
三
春
町
八
島
台
七
│
五
│
一
七

平
成
一
九
年

一
〇
月
五
日

(

生
活
福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

熊
坂

豊

福
島
市
飯
坂
町
字
十
綱

天
家
接
骨
院

福
島
市
飯
坂
町
字
十
綱
町

平
成
一
九
年

町
一
〇

一
〇

九
月
一
日

(

生
活
福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道
整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

大
和
田

勉

石
川
郡
平
田
村
上
蓬
田

大
和
田
接
骨

石
川
郡
平
田
村
上
蓬
田
大

平
成
一
九
年

大
隅
二
二

院

隅
二
二

八
月
一
七
日

(

生
活
福
祉
領
域
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
請
戸
川

土
地
改
良
区
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
九
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十

九
年
十
一
月
十
六
日
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
整
備
領
域
農
村
計
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

平成19年11月26日 月曜日 福 島 県 報 第1930号 785



県
道
保
原

桑
折
線

路
線
名

県
道
土
湯

温
泉
線

路
線
名

伊
達
市
伏
黒
字
観
音
前
二

四
番
二
地
先
か
ら

同

市
伏
黒
字
観
音
前
二

一
番
地
先
ま
で

区

間

福
島
市
松
川
町
字
市
ノ
沢

六
三
番
一
地
先
か
ら

同

市
松
川
町
字
市
ノ
沢

七
二
番
四
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

七
・
一

Ａ

七
・
一

Ｂ

七
・
一
〜

一
一
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
三
・
〇
〜

二
五
・
〇

一
三
・
〇
〜

二
〇
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

八
〇
・
六

八
〇
・
六

八
三
・
八

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

一
〇
八
・
〇

一
〇
八
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
山
市
中
田
町
中
津
川
字
野
橋
六
二
七
の
一
、
六
二
七
の
八
か
ら
六
二
七
の
一
二
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
郡
山
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
領
域
治
山
対

策
グ
ル
ー
プ
及
び
郡
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

森
林
林
業
領
域
治
山
対
策
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
平
上
片
寄
字
菖
蒲
沢
一
の
二
、
一
の
一
一
か
ら
一
の
一
三
ま
で
、
一
の
一
七
か
ら
一
の

一
九
ま
で
、
一
の
二
七
か
ら
一
の
二
九
ま
で
、
字
堀
田
二
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
領
域
治
山
対

策
グ
ル
ー
プ
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

森
林
林
業
領
域
治
山
対
策
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

平成19年11月26日 月曜日 福 島 県 報 第1930号786



路
線
名

県
道
飯
坂

保
原
線

路
線
名

喜
多
方
市
塩
川
町
四
奈
川

字
木
戸
口
二
一
〇
四
番
地

先
か
ら

同

市
塩
川
町
会
知
字

前
川
原
二
七
七
五
番
地
先

ま
で

同

市
塩
川
町
四
奈
川

字
木
戸
口
二
一
〇
四
番
地

先
か
ら

同

市
塩
川
町
会
知
字

前
川
原
一
七
九
番
地
先
ま

で同

市
塩
川
町
会
知
字

区

間

福
島
市
岡
島
字
戸
切
場
一

番
一
地
先
か
ら

同

市
岡
島
字
戸
切
場
一

番
一
地
先
ま
で

区

間

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

六
・
五
〜

三
五
・
〇

Ｂ

一
〇
・
七
〜

一
二
九
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
七
・
五
〜

五
五
・
〇

二
七
・
五
〜

五
四
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
、
七
五
六
・
〇

二
、
七
六
九
・
五

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

九
三
・
〇

一
〇
三
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
喜
多

方
会
津
坂

下
線

喜
多
方
市
塩
川
町
四
奈
川

字
木
戸
口
二
一
〇
四
番
地

先
か
ら

同

市
塩
川
町
会
知
字

前
川
原
二
七
七
五
番
地
先

ま
で

同

市
塩
川
町
四
奈
川

字
木
戸
口
二
一
〇
四
番
地

先
か
ら

同

市
塩
川
町
会
知
字

前
川
原
一
七
九
番
地
先
ま

で同

市
塩
川
町
会
知
字

前
川
原
一
三
五
番
地
先
か

ら同

市
塩
川
町
会
知
字

前
川
原
二
一
六
番
地
先
ま

で同

市
塩
川
町
会
知
字

沼
六
七
一
番
地
先
か
ら

同

市
塩
川
町
会
知
字

沼
六
三
一
番
地
先
ま
で

同

市
塩
川
町
会
知
字

前
川
原
二
七
七
五
番
地
先

ま
で

同

市
塩
川
町
四
奈
川

字
木
戸
口
二
一
〇
四
番
地

先
か
ら

同

市
塩
川
町
会
知
字

前
川
原
一
七
九
番
地
先
ま

で同

市
塩
川
町
会
知
字

前
川
原
一
三
五
番
地
先
か

ら同

市
塩
川
町
会
知
字

前
川
原
二
一
六
番
地
先
ま

で同

市
塩
川
町
会
知
字

沼
六
七
一
番
地
先
か
ら

同

市
塩
川
町
会
知
字

沼
六
三
一
番
地
先
ま
で

変
更
後

変
更
前

Ａ

六
・
五
〜

三
五
・
〇

Ｂ

一
〇
・
七
〜

一
二
九
・
〇

Ｃ

一
二
・
〇
〜

二
七
・
五

Ｄ

一
四
・
六
〜

二
九
・
〇

三
五

〇

Ｂ

一
〇
・
七
〜

一
二
九
・
〇

Ｃ

一
二
・
〇
〜

二
七
・
五

Ｄ

一
四
・
六
〜

二
九
・
〇

二
、
〇
七
六
・
五

二
、
七
六
九
・
五

二
〇
九
・
七

三
六
三
・
六

二
、
七
六
九
・
五

二
〇
九
・
七

三
六
三
・
六

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)
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一
般
国
道
一
一
五
号

路

線

名

公

告
福
島
市
大
波
字
寺
前
六
〇
番
地
先
か
ら

同

市
大
波
字
寺
前
六
二
番
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
九
年

一
一
月
二
六
日

供

用

開

始

の

期

日

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県

県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
四
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
十
五
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
未
来
の
森
づ
く
り

三

代
表
者
の
氏
名

野
崎

進

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
猫
田
五
十
六
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
下
記
を
目
的
と
し
ま
す
。

１

国
産
材
を
利
用
し
た
健
全
な
住
宅
づ
く
り
や
植
林
活
動
を
通
じ
て
、
日
本
森
林
育
成
・
保
全
に

関
す
る
事
業
を
行
い
、
木
材
資
源
の
循
環
が
効
率
よ
く
行
え
る
資
源
循
環
型
社
会
の
確
立
、
な
ら

び
に
林
業
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
産
業
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

東
南
ア
ジ
ア
で
の
植
林
事
業
を
行
う
こ
と
で
、
東
南
ア
ジ
ア
の
森
林
保
護
を
実
施
し
、
地
球
環

境
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３

奨
学
支
援
、
学
校
建
設
支
援
、
中
古
パ
ソ
コ
ン
の
教
育
施
設
へ
の
寄
贈
を
通
じ
て
、
タ
イ
・
ネ

パ
ー
ル
を
は
じ
め
と
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
教
育
支
援
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
五
十
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

申
請
者
の
名

申
請
者
の
主
た

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

ハ
ッ
ピ
ー
福

福
島
市
郷
野
目

株
式
会
社
ジ

東
京
都
港
区
六

平
成
一
九
年

訪
問
介
護

島
南
・
ヘ
ル

字
宝
来
町
二
八

ャ
パ
ン
ケ
ア

本
木
六
丁
目
一

一
一
月
一
日

パ
ー
ス
テ
ー

│
二

サ
ー
ビ
ス
福

〇
│
一

シ
ョ
ン

島

ハ
ッ
ピ
ー
福

同

市
笹
谷
字

同

同

同

同

島
笹
谷
・
ヘ

出
水
上
二
四
│

ル
パ
ー
ス
テ

八
ロ
イ
ヤ
ル
ガ

ー
シ
ョ
ン

ー
デ
ン
Ⅳ
棟
四

〇
八
号

ハ
ッ
ピ
ー
郡

郡
山
市
大
槻
町

同

同

同

同

山
・
ヘ
ル
パ

御
十
日
六
│
一

ー
ス
テ
ー
シ

旭
ビ
ル
二
〇
一

ョ
ン

号

ハ
ッ
ピ
ー
い

い
わ
き
市
小
名

同

同

同

同

わ
き
・
ヘ
ル

浜
愛
宕
町
一
五

パ
ー
ス
テ
ー

│
六

シ
ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
白

白
河
市
会
津
町

同

同

同

同

河
・
ヘ
ル
パ

三
八
│
二
ハ
イ
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ー
ス
テ
ー
シ

ツ
イ
ー
グ
ル
一

ョ
ン

〇
一

ハ
ッ
ピ
ー
茶

須
賀
川
市
茶
畑

同

同

同

同

畑
・
ヘ
ル
パ

町
六

ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
原

南
相
馬
市
原
町

同

同

同

同

町
・
ヘ
ル
パ

区
二
見
町
一
丁

ー
ス
テ
ー
シ

目
一
一
│
四

ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
保

伊
達
市
保
原
町

同

同

同

同

原
・
ヘ
ル
パ

赤
橋
三
六
│
一

ー
ス
テ
ー
シ

第
二
井
上
ビ
ル

ョ
ン

一
階
Ａ
号

ハ
ッ
ピ
ー
福

福
島
市
笹
谷
字

同

同

同

訪
問
入
浴

島
笹
谷
・
訪

出
水
上
二
四
│

介
護

問
入
浴
ス
テ

八
ロ
イ
ヤ
ル
ガ

ー
シ
ョ
ン

ー
デ
ン
Ⅳ
棟
四

〇
八
号

ハ
ッ
ピ
ー
郡

郡
山
市
大
槻
町

同

同

同

同

山
・
訪
問
入

御
十
日
六
│
一

浴
ス
テ
ー
シ

旭
ビ
ル
二
〇
一

ョ
ン

号

ハ
ッ
ピ
ー
保

伊
達
市
保
原
町

同

同

同

同

原
・
訪
問
入

赤
橋
三
六
│
一

浴
ス
テ
ー
シ

第
二
井
上
ビ
ル

ョ
ン

一
階
Ａ
号

ハ
ッ
ピ
ー
福

福
島
市
森
合
字

同

同

同

通
所
介
護

島
森
合
・
デ

北
向
一
四
│
一

イ
サ
ー
ビ
ス

瓶
子
貸
店
舗
一

セ
ン
タ
ー

階

デ
イ
サ
ー
ビ

同

市
飯
坂
町

有
限
会
社
フ

福
島
県
福
島
市

同

同

ス
セ
ン
タ
ー

湯
町
二
八
│
一

ュ
ー
チ
ャ
ー

新
町
四
│
二
五

・
ス
マ
イ
ル

サ
ン
ラ
イ
ズ
ロ

飯
坂

イ
ヤ
ル
福
島
五

〇
三
号

笑
風
デ
イ
サ

郡
山
市
喜
久
田

社
会
福
祉
法

同

県
郡
山
市

同

同

ー
ビ
ス
セ
ン

町
前
田
沢
字
小

人
笑
風
会

喜
久
田
町
前
田

タ
ー

室
山
五
│
四
五

沢
字
小
室
山
五

│
四
五

す
み
の
や
デ

い
わ
き
市
小
名

医
療
法
人
け

同

県
い
わ
き

同

同

イ
サ
ー
ビ
ス

浜
林
城
字
辻
前

や
き
会

市
小
名
浜
住
吉

セ
ン
タ
ー

二

字
冠
木
一

い
に
し
え
デ

須
賀
川
市
下
宿

株
式
会
社
想

同

県
須
賀
川

同

同

イ
サ
ー
ビ
ス

町
九
八

健

市
下
宿
町
八
三

シ
ョ
ー
ト
ス

田
村
市
常
葉
町

有
限
会
社
タ

同

県
田
村
市

同

短
期
入
所

テ
イ
は
こ
べ

常
葉
字
七
日
市

ム
ラ

常
葉
町
常
葉
字

生
活
介
護

場
九
九

七
日
市
場
九
九

特
別
養
護
老

南
相
馬
市
原
町

社
会
福
祉
法

同

県
南
相
馬

同

同

人
ホ
ー
ム
竹

区
長
野
字
南
原

人
竹
水
会

市
原
町
区
長
野

水
園

四
一

字
南
原
四
一

ニ
チ
イ
の
き

郡
山
市
日
和
田

株
式
会
社
ニ

東
京
都
千
代
田

同

特
定
施
設

ら
め
き
郡
山

町
字
原
一
二
│

チ
イ
の
き
ら

区
神
田
駿
河
台

入
居
者
生

日
和
田

三
七
六

め
き

二
丁
目
九

活
介
護

(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
五
十
一
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

申
請
者
の
名
称

申
請
者
の
主
た
る

指
定
年
月
日
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事
務
所
の
所
在
地

ミ
ニ
と
ま
と
ケ
ア

福
島
市
太
平
寺
字

株
式
会
社
ミ
ニ

福
島
県
福
島
市
太

平
成
一
九
年

指
定
居
宅
介
護
支

古
内
一
四
│
九

と
ま
と
ケ
ア

平
寺
字
古
内
一
四

一
一
月
一
日

援
事
業
所

│
九

慈
愛
の
さ
と
寿
光

郡
山
市
富
田
町
字

有
限
会
社
ナ
ガ

同

県
郡
山
市
富

同

庵

天
神
林
五
〇

ミ

田
町
字
天
神
林
五

〇

ハ
ッ
ピ
ー
郡
山
・

同

市
大
槻
町
御

株
式
会
社
ジ
ャ

東
京
都
港
区
六
本

同

居
宅
介
護
支
援
事

十
日
六
│
一
旭
ビ

パ
ン
ケ
ア
サ
ー

木
六
丁
目
一
〇
│

業
所

ル
二
〇
一
号

ビ
ス
福
島

一

居
宅
介
護
支
援
事

い
わ
き
市
平
上
平

社
会
福
祉
法
人

福
島
県
い
わ
き
市

同

業
所
シ
ャ
ロ
ー
ム

窪
字
羽
黒
四
〇
│

い
わ
き
福
音
協

平
上
平
窪
字
羽
黒

四
四

会

四
〇
│
四
四

寿
光
園
居
宅
介
護

西
白
河
郡
矢
吹
町

社
会
福
祉
法
人

同

県
西
白
河
郡

同

支
援
事
業
所

中
町
三
八
九

恵
愛
福
祉
会

矢
吹
町
滝
八
幡
一

五
九
│
二
(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
五
十
二
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

申
請
者
の
名
称

申
請
者
の
主
た
る

指
定
年
月
日

事
務
所
の
所
在
地

特
別
養
護
老
人
ホ

南
相
馬
市
原
町
区

社
会
福
祉
法
人

福
島
県
南
相
馬
市

平
成
一
九
年

ー
ム
竹
水
園

長
野
字
南
原
四
一

竹
水
会

原
町
区
長
野
字
南

一
一
月
一
日

原
四
一

(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
五
十
三
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

医
療
法
人
秀

福
島
市
大
森
字

医
療
法
人
秀

福
島
県
福
島
市

平
成
一
九
年

短
期
入
所

公
会
あ
づ
ま

柳
下
一
六
│
一

公
会

大
森
字
柳
下
一

九
月
二
五
日

療
養
介
護

脳
神
経
外
科

六
│
一

病
院

医
療
法
人
佐

喜
多
方
市
字
永

医
療
法
人
佐

同

県
喜
多
方

同

年

同

原
病
院

久
七
六
八
九
│

原
病
院

市
字
永
久
七
六

一
〇
月
三
一

一

八
九
│
一

日

う
つ
み
ね
訪

郡
山
市
谷
田
川

医
療
法
人
高

同

県
郡
山
市

同

年

訪
問
看
護

問
看
護
ス
テ

字
北
表
四
五

義
会

谷
田
川
字
北
表

九
月
三
〇
日

ー
シ
ョ
ン

四
五

医
療
生
協
訪

喜
多
方
市
富
西

会
津
医
療
生

同

県
会
津
若

同

同

問
看
護
き
た

二
五
四
一
│
一

活
協
同
組
合

松
市
東
千
石
一

か
た
ス
テ
ー

二

│
二
│
一

シ
ョ
ン

介
護
の
森
ヘ

い
わ
き
市
紅
葉

有
限
会
社
い

同

県
い
わ
き

同

年

訪
問
介
護

ル
パ
ー
ス
テ

町
四
〇
│
九

わ
き
ケ
ア
フ

市
紅
葉
町
四
〇

一
〇
月
二
一

ー
シ
ョ
ン

ォ
レ
ス
ト

│
九

日

(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
五
十
四
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
事
業
所
に
お
い
て
行
う
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
を
廃
止
し
た
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旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

事
業
者
の
主
た
る

廃
止
年
月
日

事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
コ
ム
ス

須
賀
川
市
茶
畑
町

株
式
会
社
コ
ム

東
京
都
港
区
六
本

平
成
一
九
年

ン
茶
畑
ケ
ア
セ
ン

六

ス
ン

木
六
丁
目
一
〇
│

九
月
三
〇
日

タ
ー

一

(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
五
十
五
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
は
、
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

開
設
者
の
名
称

開
設
者
の
主
た
る

指
定
の
辞
退

(

個
人
に
あ
っ

事
務
所
の
所
在
地

の
年
月
日

て
は
、
氏
名)

(

個
人
に
あ
っ
て

は
、
住
所)

医
療
法
人
佐
原
病

喜
多
方
市
字
永
久

医
療
法
人
佐
原

福
島
県
喜
多
方
市

平
成
一
九
年

院

七
六
八
九
│
一

病
院

字
永
久
七
六
八
九

一
〇
月
三
一

│
一

日

(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
五
十
六
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

称(

個
人
に

た
る
事
務
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

の
所
在
地

氏
名)

(

個
人
に
あ
っ

て
は
、
住
所)

有
限
会
社
夢

会
津
若
松
市
明

会
津
若
松
市
表

有
限
会
社
夢

福
島
県
会
津

訪
問
看
護

と
共
生
の
二

和
町
五
│
五

町
一
│
三
三

と
共
生
の
二

若
松
市
明
和

一
グ
ル
ー
プ

一
グ
ル
ー
プ

町
五
│
五

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

百
寿

デ
イ
サ
ー
ビ

い
わ
き
市
中
央

い
わ
き
市
中
央

パ
ー
ソ
ナ
ル

同

県
い
わ

通
所
介
護

ス
セ
ン
タ
ー

台
飯
野
四
丁
目

台
飯
野
四
丁
目

ケ
ア
ス
タ
ッ

き
市
中
央
台

中
央
台

二
│
四

七
│
二

フ
株
式
会
社

飯
野
四
丁
目

七
│
二

指
定
訪
問
介

同

市
平
月

同

市
平
上

有
限
会
社
雲

同

訪
問
介
護

護
事
業
所
雲

見
町
六
五

荒
川
字
砂
戸
一

雀

市
平
字
下

雀

│
五
レ
ジ
デ
ン

神
谷
字
御
城

ス
ア
サ
ミ
ズ
砂

一
二
八
│
九

戸
一
〇
六
号
室

丸
光
産
業
株

西
白
河
郡
西
郷

西
白
河
郡
西
郷

丸
光
産
業
株

東
京
都
台
東

特
定
福
祉

式
会
社
丸
光

村
大
字
米
字
向

村
大
字
柏
野
字

式
会
社

区
東
上
野
三

用
具
販
売

ケ
ア
サ
ー
ビ

山
一
八

鞍
石
一
五
│
一

丁
目
一
五
│

ス
白
河
支
店

六

(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
五
十
七
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の

変
更
後
の

変
更
前
の

変
更
後
の

事
業
者
の

事
業
者
の

サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

名
称(

個

主
た
る
事

の
種
類

名

称

名

称

所

在

地

所

在

地

人
に
あ
っ

務
所
の
所

て
は
、
氏

在
地(

個

名)

人
に
あ
っ
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て
は
、
住

所)

デ
イ
・
ハ

デ
イ
サ
ー

喜
多
方
市
豊

喜
多
方
市
豊

株
式
会
社

福
島
県
喜

通
所
介
護

ウ
ス
み
ら

ビ
ス
楽
蔵

川
町
米
室
字

川
町
米
室
字

杉
原
建
築

多
方
市
豊

い

二
条
川
原
一

二
条
川
原
一

設
計
事
務

川
町
米
室

八
七
二
│
一

八
七
八
│
六

所

字
二
条
川

一

原
一
八
六

二
│
一
〇

一

(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
五
十
八
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事

業

者

事
業
者
の
主
た
る

の

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

の

名

称

事
務
所
の
所
在
地

指
定
居
宅
介
護

福
島
市
町
庭
坂
字

福
島
市
町
庭
坂
字

特
定
非
営
利

福
島
県
福
島
市
町

支
援
事
業
所
梨

長
林
二
三

松
ノ
下
九
│
一

活
動
法
人
梨

庭
坂
字
松
ノ
下
九

の
里

の
里

│
一

指
定
居
宅
介
護

い
わ
き
市
平
月
見

い
わ
き
市
平
上
荒

有
限
会
社
雲

同

県
い
わ
き
市

支
援
事
業
所
雲

町
六
五

川
字
砂
戸
一
│
五

雀

平
字
下
神
谷
字
御

雀

レ
ジ
デ
ン
ス
ア
サ

城
一
二
八
│
九

ミ
ズ
砂
戸
一
〇
六

号
室

(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
五
十
九
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

申
請
者
の
名

申
請
者
の
主
た

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

ヘ
ル
パ
ー
ス

福
島
市
仁
井
田

社
会
福
祉
法

福
島
県
福
島
市

平
成
一
九
年

介
護
予
防

テ
ー
シ
ョ
ン

字
下
川
原
一
七

人
雄
峰
福
祉

仁
井
田
字
下
川

一
一
月
一
日

訪
問
介
護

信
夫
の
里

会

原
一
七

ハ
ッ
ピ
ー
福

同

市
郷
野
目

株
式
会
社
ジ

東
京
都
港
区
六

同

同

島
南
・
ヘ
ル

字
宝
来
町
二
八

ャ
パ
ン
ケ
ア

本
木
六
丁
目
一

パ
ー
ス
テ
ー

│
二

サ
ー
ビ
ス
福

〇
│
一

シ
ョ
ン

島

ハ
ッ
ピ
ー
福

同

市
笹
谷
字

同

同

同

同

島
笹
谷
・
ヘ

出
水
上
二
四
│

ル
パ
ー
ス
テ

八
ロ
イ
ヤ
ル
ガ

ー
シ
ョ
ン

ー
デ
ン
Ⅳ
棟
四

〇
八
号

ハ
ッ
ピ
ー
郡

郡
山
市
大
槻
町

同

同

同

同

山
・
ヘ
ル
パ

御
十
日
六
│
一

ー
ス
テ
ー
シ

旭
ビ
ル
二
〇
一

ョ
ン

号

ハ
ッ
ピ
ー
い

い
わ
き
市
小
名

同

同

同

同

わ
き
・
ヘ
ル

浜
愛
宕
町
一
五

パ
ー
ス
テ
ー

│
六

シ
ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
白

白
河
市
会
津
町

同

同

同

同

河
・
ヘ
ル
パ

三
八
│
二
ハ
イ

ー
ス
テ
ー
シ

ツ
イ
ー
グ
ル
一

ョ
ン

〇
一

ハ
ッ
ピ
ー
茶

須
賀
川
市
茶
畑

同

同

同

同

畑
・
ヘ
ル
パ

町
六
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ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
原

南
相
馬
市
原
町

同

同

同

同

町
・
ヘ
ル
パ

区
二
見
町
一
丁

ー
ス
テ
ー
シ

目
一
一
│
四

ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
保

伊
達
市
保
原
町

同

同

同

同

原
・
ヘ
ル
パ

赤
橋
三
六
│
一

ー
ス
テ
ー
シ

第
二
井
上
ビ
ル

ョ
ン

一
階
Ａ
号

ハ
ッ
ピ
ー
福

福
島
市
笹
谷
字

同

同

同

介
護
予
防

島
笹
谷
・
訪

出
水
上
二
四
│

訪
問
入
浴

問
入
浴
ス
テ

八
ロ
イ
ヤ
ル
ガ

介
護

ー
シ
ョ
ン

ー
デ
ン
Ⅳ
棟
四

〇
八
号

ハ
ッ
ピ
ー
郡

郡
山
市
大
槻
町

同

同

同

同

山
・
訪
問
入

御
十
日
六
│
一

浴
ス
テ
ー
シ

旭
ビ
ル
二
〇
一

ョ
ン

号

ハ
ッ
ピ
ー
保

伊
達
市
保
原
町

同

同

同

同

原
・
訪
問
入

赤
橋
三
六
│
一

浴
ス
テ
ー
シ

第
二
井
上
ビ
ル

ョ
ン

一
階
Ａ
号

デ
イ
サ
ー
ビ

福
島
市
仁
井
田

社
会
福
祉
法

福
島
県
福
島
市

同

介
護
予
防

ス
セ
ン
タ
ー

字
下
川
原
一
七

人
雄
峰
福
祉

仁
井
田
字
下
川

通
所
介
護

信
夫
の
里

会

原
一
七

ハ
ッ
ピ
ー
福

同

市
森
合
字

株
式
会
社
ジ

東
京
都
港
区
六

同

同

島
森
合
・
デ

北
向
一
四
│
一

ャ
パ
ン
ケ
ア

本
木
六
丁
目
一

イ
サ
ー
ビ
ス

瓶
子
貸
店
舗
一

サ
ー
ビ
ス
福

〇
│
一

セ
ン
タ
ー

階

島

デ
イ
サ
ー
ビ

同

市
飯
坂
町

有
限
会
社
フ

福
島
県
福
島
市

同

同

ス
セ
ン
タ
ー

湯
町
二
八
│
一

ュ
ー
チ
ャ
ー

新
町
四
│
二
五

・
ス
マ
イ
ル

サ
ン
ラ
イ
ズ
ロ

飯
坂

イ
ヤ
ル
福
島
五

〇
三
号

笑
風
デ
イ
サ

郡
山
市
喜
久
田

社
会
福
祉
法

同

県
郡
山
市

同

同

ー
ビ
ス
セ
ン

町
前
田
沢
字
小

人
笑
風
会

喜
久
田
町
前
田

タ
ー

室
山
五
│
四
五

沢
字
小
室
山
五

│
四
五

す
み
の
や
デ

い
わ
き
市
小
名

医
療
法
人
け

同

県
い
わ
き

同

同

イ
サ
ー
ビ
ス

浜
林
城
字
辻
前

や
き
会

市
小
名
浜
住
吉

セ
ン
タ
ー

二

字
冠
木
一

い
に
し
え
デ

須
賀
川
市
下
宿

株
式
会
社
想

同

県
須
賀
川

同

同

イ
サ
ー
ビ
ス

町
九
八

健

市
下
宿
町
八
三

シ
ョ
ー
ト
ス

福
島
市
仁
井
田

社
会
福
祉
法

同

県
福
島
市

同

介
護
予
防

テ
イ
信
夫
の

字
下
川
原
一
七

人
雄
峰
福
祉

仁
井
田
字
下
川

短
期
入
所

里

会

原
一
七

生
活
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス

田
村
市
常
葉
町

有
限
会
社
タ

同

県
田
村
市

同

同

テ
イ
は
こ
べ

常
葉
字
七
日
市

ム
ラ

常
葉
町
常
葉
字

場
九
九

七
日
市
場
九
九

特
別
養
護
老

南
相
馬
市
原
町

社
会
福
祉
法

同

県
南
相
馬

同

同

人
ホ
ー
ム
竹

区
長
野
字
南
原

人
竹
水
会

市
原
町
区
長
野

水
園

四
一

字
南
原
四
一

ニ
チ
イ
の
き

郡
山
市
日
和
田

株
式
会
社
ニ

東
京
都
千
代
田

同

介
護
予
防

ら
め
き
郡
山

町
字
原
一
二
│

チ
イ
の
き
ら

区
神
田
駿
河
台

特
定
施
設

日
和
田

三
七
六

め
き

二
丁
目
九

入
居
者
生

活
介
護

(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
六
十
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
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た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

医
療
法
人
佐

喜
多
方
市
字
永

医
療
法
人
佐

福
島
県
喜
多
方

平
成
一
九
年

介
護
予
防

原
病
院

久
七
六
八
九
│

原
病
院

市
字
永
久
七
六

一
〇
月
三
一

短
期
入
所

一

八
九
│
一

日

療
養
介
護

う
つ
み
ね
訪

郡
山
市
谷
田
川

医
療
法
人
高

同

県
郡
山
市

同

年

介
護
予
防

問
看
護
ス
テ

字
北
表
四
五

義
会

谷
田
川
字
北
表

九
月
三
〇
日

訪
問
看
護

ー
シ
ョ
ン

四
五

介
護
の
森
ヘ

い
わ
き
市
紅
葉

有
限
会
社
い

同

県
い
わ
き

同

年

介
護
予
防

ル
パ
ー
ス
テ

町
四
〇
│
九

わ
き
ケ
ア
フ

市
紅
葉
町
四
〇

一
〇
月
二
一

訪
問
介
護

ー
シ
ョ
ン

ォ
レ
ス
ト

│
九

日
(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
六
十
一
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

称(

個
人
に

た
る
事
務
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

の
所
在
地

氏
名)

(

個
人
に
あ
っ

て
は
、
住
所)

有
限
会
社
夢

会
津
若
松
市
明

会
津
若
松
市
表

有
限
会
社
夢

福
島
県
会
津

介
護
予
防

と
共
生
の
二

和
町
五
│
五

町
一
│
三
三

と
共
生
の
二

若
松
市
明
和

訪
問
看
護

一
グ
ル
ー
プ

一
グ
ル
ー
プ

町
五
│
五

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

百
寿

デ
イ
サ
ー
ビ

い
わ
き
市
中
央

い
わ
き
市
中
央

パ
ー
ソ
ナ
ル

同

県
い
わ

介
護
予
防

ス
セ
ン
タ
ー

台
飯
野
四
丁
目

台
飯
野
四
丁
目

ケ
ア
ス
タ
ッ

き
市
中
央
台

通
所
介
護

中
央
台

二
│
四

七
│
二

フ
株
式
会
社

飯
野
四
丁
目

七
│
二

丸
光
産
業
株

西
白
河
郡
西
郷

西
白
河
郡
西
郷

丸
光
産
業
株

東
京
都
台
東

特
定
介
護

式
会
社
丸
光

村
大
字
米
字
向

村
大
字
柏
野
字

式
会
社

区
東
上
野
三

予
防
福
祉

ケ
ア
サ
ー
ビ

山
一
八

鞍
石
一
五
│
一

丁
目
一
五
│

用
具
販
売

ス
白
河
支
店

六

(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
六
百
六
十
二
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の

変
更
後
の

変
更
前
の

変
更
後
の

事
業
者
の

事
業
者
の

サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

名
称(

個

主
た
る
事

の
種
類

名

称

名

称

所

在

地

所

在

地

人
に
あ
っ

務
所
の
所

て
は
、
氏

在
地(

個

名)

人
に
あ
っ

て
は
、
住

所)

デ
イ
・
ハ

デ
イ
サ
ー

喜
多
方
市
豊

喜
多
方
市
豊

株
式
会
社

福
島
県
喜

介
護
予
防

ウ
ス
み
ら

ビ
ス
楽
蔵

川
町
米
室
字

川
町
米
室
字

杉
原
建
築

多
方
市
豊

通
所
介
護

い

二
条
川
原
一

二
条
川
原
一

設
計
事
務

川
町
米
室

八
七
二
│
一

八
七
八
│
六

所

字
二
条
川

一

原
一
八
六

二
│
一
〇

一
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
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(

生
活
福
祉
領
域
介
護
保
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グ
ル
ー
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